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体験入園･入学規定 
ニューヨーク育英学園 

 
0． 目的 
原則として本学園全日部門への編入を考慮中の園児･児童に対して、実際に本学園の活

動に参加する機会を与え、安心して編入して頂ける機会を提供することを目的とする。 
 

1． 対象 
本学園全日制部門の対象年齢者(3歳児年少～小学校 6年生まで) 
人種、国籍、民族は問わない。 
 

2． 時期、期間 
編入園･編入学時期は随時とする。 
期間は休業日を除き原則として最長 1週間(5日間)を単位として受け付ける。 
※期間に関しては相談可能。また、時期に関しては行事などの関係があるので事前に問

い合わせが必要である。 
 

3． 事務手続き及び成績処理等 
① ｢体験入園･入学承認願｣を提出する。 
② 編入･転入･転出･退学に関する手続きは一切行わない。(在籍とはならない。) 
③ 小学部については期間中の成績については評価･評定は行わない。但し、保護者
からの教育相談については可能な限り応える。 
④ Emergency Formを提出する。 

 
4． 費用 

1日に付き、$40とする。但し、正式に編入後は、この体験入園･入学料金は編入料金よ
り差し引かれるものとする。 
他に行事参加費(移動教室等)を徴収することがある。 
 

5． 通学方法 
保護者による送り迎えを原則とする。 
但し、小学部児童はバスルートに支障がなくバスの定員に余裕がある場合はスクールバ

スを利用できることもある。 
バス料金はスクールバス規定に準ずる。 
 

6． 備考 
入園･入学の可否については以上の規定を基に学園長が最終判断し許可するものとする。 

 この規定は 1999年 9月 1日より施行する。4/1/02一部改正 11/24/08一部改正 
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体験入園･入学 承認願 
 

20  年  月  日 
ニューヨーク育英学園 
学園長 岡本 徹 殿 
 
 
下記の者を 20  年  月  日より  月  日までの  日間を体験入園･入学者として
承認いただきたく申請致します。 
 
尚、期間中は学園の規則を守り、その間の一切の責任は保護者か負うことを契約します。 
 

保護者(申請者)氏名 
 
保護者(申請者)署名 

 
 

記 
 
園児･児童氏名                     学年    

生年月日                在米期間 

幼稚園･学校名                           学年 
 (現在籍校･補習校･塾など)       

幼稚園･学校住所 

保護者氏名 

住所 

電話番号(自宅)                                                                    緊急連絡先 

 

• 体験入園･入学期間は原則として最長 1週間とする。 
• 費用は 1日 40ドルとする。別に行事費を徴収することがある。 
• スクールバス費用はスクールバス規定による。 
• 支払先は Japanese Children’s Society, Inc.とする。 

 
以上 

 


